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 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は ， 本 市 が 管 理 す る 公 園 ， 緑 地 ， 子 供 の 遊 び 場 等

（ 以 下「 公 園」と い う 。）の 日 常 的 な 管 理 業 務 を ,業 務 委 託 と し て

本 市 地 域 住 民 団 体 等（ 以 下「 団 体 」と い う 。）が 行 う こ と に よ り ，

市 民 と 行 政 に よ る 協 働 事 業 の 推 進 ， 公 園 愛 護 心 の 育 成 ， 地 域 コ ミ

ュ ニ テ ィ ー 活 動 の 推 進 及 び 快 適 な 生 活 環 境 に 係 る 市 民 意 識 の 高 揚

を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 委 託 の 対 象 ）  

第 ２ 条  委 託 の 対 象 は ， 敷 地 面 積 が １ ヘ ク タ ー ル 以 下 で あ り ， 本 市

が 別 に 定 め る 公 園 と す る 。 た だ し ， ば ら 園 ， 花 壇 広 場 な ど の 公 園

施 設 の 部 分 的 管 理 は こ の 限 り で は な い 。  

 （ 団 体 の 要 件 ）  

第 ３ 条  公 園 の 管 理 業 務 を 委 託 す る 団 体 は ， 次 に 掲 げ る 要 件 の い ず

れ か に 該 当 す る こ と と す る 。  

 (1) 町 会 ， 自 治 会 ， 区 等 の 地 縁 に よ る 団 体  

 (2) 地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の ２ 第 ３ 項 に 規 定 す る 障 害 者 支

援 施 設 ， 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー ， 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 を 行 う

施 設 ， 小 規 模 作 業 所 等 （ 以 下 「 障 害 者 施 設 等 」 と い う 。 ）  

 (3) 専 ら 市 民 公 益 活 動 を 行 う 法 人 そ の 他 の 団 体 の う ち ， 本 市 に 主  

  た る 事 務 所 を 有 す る 団 体 で あ っ て ， 主 と し て 本 市 に お い て 市 民  

  公 益 活 動 を 行 う も の  

 （ 委 託 内 容 ）  

第 ４ 条  本 市 が 団 体 に 委 託 す る 業 務 は ，次 の と お り と す る 。た だ し ，

ば ら 園 ， 花 壇 広 場 等 の 軽 易 な 業 務 に つ い て ， 第 ６ 条 で 規 定 す る 申

請 内 容 を 本 市 が 認 め た 場 合 は こ の 限 り で は な い 。  

 (1) 清 掃 業 務  

 (2) 除 草 業 務  



 (3) 公 園 施 設 点 検 業 務  

  (4) 団 体 か ら 提 案 の あ っ た 業 務 で ， こ の 要 領 の 目 的 に 合 致 す る も

の で あ り ， 市 長 が 必 要 と 認 め る 業 務  

 （ 委 託 期 間 ）  

第 ５ 条  委 託 期 間 は ，毎 年 ４ 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。 

 （ 申 請 ）  

第 ６ 条  受 託 を 希 望 す る 団 体 は ， 公 園 管 理 業 務 受 託 申 請 書 （ 第 １ 号

様 式 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 な お ， 受 託 し て い る 団 体 が 次

年 度 も 引 き 続 き 受 託 を 希 望 す る 場 合 ，公 園 管 理 業 務 受 託 申 請 書（ 継

続 ） （ 第 ２ 号 様 式 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  申 請 期 間 は ， 前 項 い ず れ の 場 合 も 毎 年 ６ 月 １ 日 か ら 同 年 ８ 月 ３

１ 日 ま で と す る 。  

 （ 選 定 ）  

第 ７ 条  市 長 は ，前 条 第 １ 項 に 規 定 す る 申 請 書 が 提 出 さ れ た と き は ，

そ の 適 否 を 判 定 し ， 委 託 を 希 望 す る 団 体 に 通 知 す る こ と と す る 。  

２  前 条 第 １ 項 に お い て ， 申 請 が 複 数 者 か ら 提 出 さ れ た 公 園 の 団 体

の 選 定 は ， 次 の と お り 優 先 順 位 を 定 め る 。  

 (1) 当 該 公 園 が 所 在 す る 町 会 ， 自 治 会 ， 区 等 の 地 縁 に よ る 団 体  

  (2) 当 該 公 園 最 寄 り の 団 体  

 （ 委 託 契 約 ）  

第 ８ 条  市 長 は ， 前 条 の 規 定 に よ り 選 定 し た 団 体 と 柏 市 財 務 規 則 で

定 め る 入 札 を 行 い ， 見 積 書 に 記 載 さ れ た 金 額 が ， 本 市 が あ ら か じ

め 定 め る 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で あ っ た 場 合 ， 本 市 と 公 園 管 理

業 務 委 託 契 約 を 締 結 す る も の と す る 。  

２  前 項 で 契 約 し た 団 体 （ 以 下 「 受 託 者 」 と い う 。 ） は ， 対 人 対 物

事 故 等 業 務 中 の 過 失 に 対 応 で き る 保 険 に 加 入 す る も の と す る 。  

（ 委 託 料 ）  

第 ９ 条  委 託 料 の 額 は ， 柏 市 財 務 規 則 で 定 め る 入 札 及 び 契 約 の 締 結   

 に よ り 定 め る も の と す る 。  

２  委 託 料 の 支 払 い は ， 原 則 ， 概 算 払 と す る 。 な お ， 委 託 料 の 請 求

は ， 請 求 書 （ 第 ３ 号 様 式 ） を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 受 託 者 か ら の 要 望 が あ り ， 本 市 が 必

要 と 認 め る 場 合 は ， 部 分 払 （ 最 大 ４ 回 ） と し て 出 来 高 に 相 当 す る 額



を 支 払 う こ と が で き る 。  

（ 報 告 書 等 の 提 出 ）  

第 １ ０ 条  受 託 者 は ，契 約 締 結 後 ，７ 日 以 内 に 着 手 届（ 第 ４ 号 様 式 ）

を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  受 託 者 は ， 第 ８ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 保 険 の 内 容 が 記 載 さ れ た 書

類 （ 保 険 証 書 等 ） の 写 し を ， 現 地 で の 実 作 業 開 始 前 ま で に 市 長 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  受 託 者 は ，活 動 報 告 書（ 第 ５ 号 様 式 ）を 毎 月 ，次 月 の １ ０ 日（ １

０ 日 が 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ７ ８ 号 ） に

規 定 す る 休 日 に 当 た る と き は ， そ の 翌 日 以 後 の 最 初 の 休 日 で は な

い 日 ） ま で に ， 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， ３ 月 分

は 令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で に 提 出 す る も の と す る 。  

４  受 託 者 は ， 公 園 施 設 点 検 に お い て 次 に 揚 げ る 場 合 を 発 見 し た 際

は ， 速 や か に 公 園 施 設 点 検 報 告 書 （ 第 ６ 号 様 式 ） を 市 長 に 提 出 又

は ， 口 頭 に よ り 報 告 を し な け れ ば な ら な い 。  

 (1) 施 設 の 破 損 及 び 樹 木 の 倒 木 等 公 園 利 用 者 の 安 全 に 関 わ る 場 合  

 (2) 街 灯 の 不 作 動 及 び 樹 木 の 繁 茂 に よ る 視 界 不 良 等 の 防 犯 面 に 関  

  わ る 場 合  

 （ 届 出 ）  

第 １ １ 条  受 託 者 は ， 委 託 期 間 内 に お い て 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

る 契 約 事 項 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は ， 速 や か に 契 約 変 更 届 （ 第 ７ 号

様 式 ） を 市 長 に 届 け 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  受 託 者 は ， 団 体 の 解 散 等 ， や む を 得 ず 契 約 の 履 行 が で き な い 状

況 が 生 じ た 場 合 ， 契 約 辞 退 届 （ 第 ８ 号 様 式 ） を 市 長 に 届 け 出 し な

け れ ば な ら な い 。  

 （ 補 則 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 領 に 定 め の な い 事 項 又 は こ の 要 領 に 関 し て 生 じ た

疑 義 に つ い て は ， そ の 都 度 ， 本 市 と 受 託 者 で 協 議 の 上 ， 別 に 定 め

る も の と す る 。  

 

   附  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。   



   附  則  

 こ の 要 領 は ， 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


